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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　掃除機本体内に設置されて吸引風を発生する電動送風機と、該電動送風機の吸気上流側
に設けた集塵ケース収容部に着脱可能に収容される集塵ケースとを有し、
　前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースを上方に付勢する付勢手段を設けると
共に、前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースをその位置に保持するロック手段
を設け、
　前記付勢手段を、集塵ケース収容部の底部に設けた受け座と、一端が該受け座に保持さ
れた弾性体と、該弾性体の上端部に設けられた受け部とによって構成し、
　前記付勢手段の上面を後面側が前面側より高い傾斜面で形成すると共に、集塵ケースの
底面に前記受け部の形状に対応した形状の凹部を設けたことを特徴とする電気掃除機。
【請求項２】
　掃除機本体内に設置されて吸引風を発生する電動送風機と、該電動送風機の吸気上流側
に設けた集塵ケース収容部に着脱可能に収容される集塵ケースとを有し、
　前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースを上方に付勢する付勢手段を設けると
共に、前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースをその位置に保持するロック手段
を設け、
　前記付勢手段を複数個設け、
　前記付勢手段の受け部の上面を後面側が前面側より高い傾斜面で形成すると共に、集塵
ケースの底面に前記受け部の形状に対応した形状の凹部を設けたことを特徴とする電気掃
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除機。
【請求項３】
　掃除機本体内に設置されて吸引風を発生する電動送風機と、該電動送風機の吸気上流側
に設けた集塵ケース収容部に着脱可能に収容される集塵ケースとを有し、
　前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースを上方に付勢する付勢手段を設けると
共に、前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースをその位置に保持するロック手段
を設け、
　前記付勢手段を複数個設け、
　前記複数の付勢手段の弾性体を１個の受け部で保持し、
　前記付勢手段の受け部の上面を後面側が前面側より高い傾斜面で形成すると共に、集塵
ケースの底面に前記受け部の形状に対応した形状の凹部を設けたことを特徴とする電気掃
除機。
【請求項４】
　前記付勢手段を、前記集塵ケース収容部の底部の中央部近傍若しくは中央部より前面側
又は両側壁の近傍に設けたことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の電気掃除機
。
【請求項５】
　前記ロック手段を、前記集塵ケース収容部の前面側において掃除機本体の上面に設けら
れ、後面側に上面が先端部に向って下方に傾斜し、前記集塵ケースを集塵ケース収容部に
収容したときに該集塵ケースの前面側に設けた係止突部に係止する係止爪を有し、ばねに
より前記集塵ケース収容部側に付勢され、かつ前後に摺動可能なロックレバーによって構
成したことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の電気掃除機。
【請求項６】
　前記掃除機本体に、基部が該掃除機本体に回動自在に支持され、前記集塵ケース収容部
の上面を覆う開閉蓋を設けたことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の電気掃除
機。
【請求項７】
　前記ロックレバーの上面に開閉蓋誤閉防止リブを設け、前記開閉蓋を閉じたときは該開
閉蓋の下面に設けた係止片を前記開閉蓋誤閉防止リブで押圧して掃除機本体に設けた係止
部に係止させるようにしたことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の電気掃除機
。
【請求項８】
　前記集塵ケース収容部に集塵ケースが収容されていないときは、前記開閉蓋の下面に設
けたストッパリブが前記ロックレバーに設けた開閉蓋誤閉防止リブの干渉により開閉蓋が
閉止できないように構成したことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の電気掃除
機。
【請求項９】
　前記ロックレバーの操作により集塵ケースのロックが解除されると、該集塵ケースが付
勢手段により上昇して開閉蓋を押上げ、該開閉蓋を開放することを特徴とする請求項１～
８のいずれかに記載の電気掃除機。
【請求項１０】
　前記開閉蓋の先端部を前記ロックレバーの開閉蓋誤閉防止リブの上端部より低く位置さ
せ、前記ロックレバーを前面側に摺動させると前記開閉蓋誤閉防止リブにより前記開閉蓋
の先端部を押し上げて開放することを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の電気掃
除機。
【請求項１１】
　掃除機本体内に設置されて吸引風を発生する電動送風機と、該電動送風機の吸気上流側
に設けた集塵ケース収容部に着脱可能に収容される集塵ケースとを有し、
　前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースを上方に付勢する付勢手段を設けると
共に、前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースをその位置に保持するロック手段
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を設け、
　前記ロック手段を、前記集塵ケース収容部の前面側において掃除機本体の上面に設けら
れ、後面側に上面が先端部に向って下方に傾斜し、前記集塵ケースを集塵ケース収容部に
収容したときに該集塵ケースの前面側に設けた係止突部に係止する係止爪を有し、ばねに
より前記集塵ケース収容部側に付勢され、かつ前後に摺動可能なロックレバーによって構
成し、
　前記掃除機本体に、基部が該掃除機本体に回動自在に支持され、前記集塵ケース収容部
の上面を覆う開閉蓋を設け、
　該開閉蓋の下面に、前記掃除機本体に設けられた係止突部に係止する係止爪を具備する
係止片が形成され、
　前記ロックレバーの上面に開閉蓋誤閉防止リブを設け、前記開閉蓋の先端部を前記ロッ
クレバーの開閉蓋誤閉防止リブの上端部より低く位置させ、
　前記ロックレバーを前面側に摺動させると、前記開閉蓋誤閉防止リブが前記開閉蓋の先
端部を押し上げて、前記開閉蓋に形成された係止爪が前記掃除機本体に形成された係止突
部から開放され、さらに、前記ロック手段に形成された係止爪が前記集塵ケースに形成さ
れた係止突部から離脱して、前記集塵ケースが付勢手段により上昇して前記開閉蓋を押上
げることを特徴とする電気掃除機。
【請求項１２】
　掃除機本体内に設置されて吸引風を発生する電動送風機と、該電動送風機の吸気上流側
に設けた集塵ケース収容部に着脱可能に収容される集塵ケースとを有し、
　前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースを上方に付勢する付勢手段を設けると
共に、前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースをその位置に保持するロック手段
を設け、
　前記掃除機本体に、基部が該掃除機本体に回動自在に支持され、前記集塵ケース収容部
の上面を覆う開閉蓋を設け、
　前記掃除機本体の上部両側に、開口部側の内壁面にストッパ突起を具備する凹状のヒン
ジ受けが形成され、前記開閉蓋の基部の両側に前記ヒンジ受けに挿入されるヒンジ腕を設
け、
　前記ヒンジ受けが、前記ストッパ突起を収容する凹部と、該凹部に連なる傾斜段差と、
前記ヒンジ受けのヒンジ穴に回動自在に支持されるヒンジ軸と、を具備し、
　前記集塵ケースのロックが解除されると、前記凹部の傾斜段差が前記ヒンジ受けのスト
ッパ突起に当たることによって、前記開閉蓋の回動が一旦停止して半開き状態になり、そ
の後、前記開閉蓋の先端部が上方に引き上げられると、前記傾斜段差が前記ストッパ突起
を乗り越えることによって、前記開閉蓋は回動して全開き状態になることを特徴とする電
気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気掃除機に係り、より詳しくは、集塵ケースを備えた電気掃除機に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電気掃除機に、塵埃を遠心分離して捕捉するサイクロン分離筒と、第１の補助フ
イルタを内部に有する集塵ケースとを独立して着脱可能に並べて掃除機本体の下ケースに
装着して上蓋を閉じ、吸口から空気と共に吸引した塵埃を集塵ケース内に捕捉し、サイク
ロン分離筒の排気の一部を集塵ケース及び下部に設けたフイルタを介して電動送風機に流
入させる。
　そして、集塵ケース内に塵埃が溜ったときは、上蓋を開放し、集塵ケースを取出して内
部の塵埃を捨てるようにしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
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【特許文献１】特開２００４－１３５９９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の電気掃除機においては、集塵ケース内に溜った塵埃を捨てる場合は、先ず
手で上蓋を開放したのち掃除機本体から集塵ケースを取出さなければならないので、面倒
である。
　また、気密を確保するために、集塵ケースの前後にシール材を配置しているため、集塵
ケースを取出すためには一定以上の力が必要である。
　さらに、掃除機本体内に集塵ケースがセットされていない場合でも上蓋を閉じることが
できるので、使用者が集塵ケースをセットしないままで掃除を始めるおそれがある等、種
々問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、集塵ケースを掃除機本体の集
塵ケース収容部に挿入すると自動的にロックされ、ロックを解除すると集塵ケースが自動
的に上昇して小さい力で集塵ケースを取出すことができ、また、集塵ケースを集塵ケース
収容部にセットしないときは開閉蓋を閉じることができず、集塵ケースのロックを解除す
ると開閉蓋が自動的に開放される使い勝手のよい電気掃除機を提供することを目的とした
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る電気掃除機は、掃除機本体内に設置されて吸引風を発生する電動送風機と
、該電動送風機の吸気上流側に設けた集塵ケース収容部に着脱可能に収容される集塵ケー
スとを有し、前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースを上方に付勢する付勢手段
を設けると共に、前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースをその位置に保持する
ロック手段を設けたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る電気掃除機は、掃除機本体内に設置されて吸引風を発生する電動送風機と
、該電動送風機の吸気上流側に設けた集塵ケース収容部に着脱可能に収容される集塵ケー
スとを有し、
　前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースを上方に付勢する付勢手段を設けると
共に、前記集塵ケース収容部内に収容された集塵ケースをその位置に保持するロック手段
を設け、
　前記付勢手段を、集塵ケース収容部の底部に設けた受け座と、一端が該受け座に保持さ
れた弾性体と、該弾性体の上端部に設けられた受け部とによって構成し、
　前記付勢手段の上面を後面側が前面側より高い傾斜面で形成すると共に、集塵ケースの
底面に前記受け部の形状に対応した形状の凹部を設けたことを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図２４は本発明に係る電気掃除機の全体構成を示す斜視図である。
　後述の集塵ケースが収容された掃除機本体１の前面側（図の左側）に設けた吸込口６に
は、ホースアッセンブリ１００のホース１０１の一端に設けたホース接続継手１０２が着
脱自在に接続されており、ホース１０１の他端には手元ハンドル１０３が設けられている
。そして、一端が手元ハンドル１０３に着脱自在に接続された延長管１０４の他端には、
吸込具１０５が着脱自在に接続されている。なお、２５は掃除機本体１の底部前面側に設
けたキャスタ（前輪）、２６は後面側の両側面に設けた一対の後輪、２７は掃除機本体１
に内蔵された巻取りリール（図示せず）に巻かれた電源コードである。
【０００９】
［実施の形態１］
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　図１は本発明の実施の形態１に係る電気掃除機の掃除機本体の縦断面図、図２は図１の
掃除機本体に設けた集塵ケースのロック部の斜視図、図３は図２のロック手段の模式的断
面図である。
【００１０】
　掃除機本体１の前面側（以下の説明では、図の左側を前面側又は上流側といい、右側を
後面側又は下流側という）には、後述の集塵ケース５０が収容される集塵ケース収容部２
が設けられており、その底板３から立上った前壁４には、ホース１０１のホース接続継手
１０２が着脱自在に接続される吸込口６と連通する通気穴５が設けられており、通気穴５
の内周面にはシールパッキン（図示せず）が装着されている。
【００１１】
　７は集塵ケース収容部２の後壁（隔壁）で、格子状の通気口８が設けられており、その
前面側にはフイルタ９が着脱自在に装着されている。また、隔壁７の前面側の両側には、
下部になるにしたがって前面側に傾斜するシール面１０が設けられている。
【００１２】
　１１は隔壁７の後面側に設けられた電動機室で、吸引風を発生する電動送風機１２が設
置されており、その突気吸入部１３は隔壁７の通気口８と連通している。１４は電動機室
１１の上部に設けられた制御部、１５は掃除機本体１の後壁上部に設けられた排気口、１
６は制御部１４と排気口１５との間に着脱自在に介装されたフイルタである。
【００１３】
　２０は集塵ケース収容部２のほぼ中央部において、掃除機本体１の底板３に設けられた
集塵ケース５０の付勢手段で、一端が底板３に設けた受け座２１に取付けたばねやゴムの
如き弾性材２２と、弾性材２２の上端部に設けられた円筒状の受け部であるばねカバー２
３とからなり、ばねカバー２３は弾性材２２により上方に付勢されて、集塵ケース収容部
２内に位置している。
【００１４】
　３０は吸込口６の天壁の上面に設けられた集塵ケース５０のロック手段である。このロ
ック手段３０は、図２、図３に示すように、断面ほぼコ字状のロックレバー３１を有し、
その前面側には円弧状に突設されたつまみ３２が形成されており、後面側の下部両側には
後面側に突出する一対の係止爪３３ａ，３３ｂが設けられて、集塵ケース収容部２の前壁
４に設けられたガイド穴２４ａ，２４ｂ（２４ｂは図示せず）内に挿入されている。３４
はロックレバー３１の上面に立設された後述の開閉蓋誤閉防止リブである。２５は前壁４
の前面側に設けられた開閉蓋の係止突部で、上面は前面側に下降する傾斜面に形成されて
いる。
【００１５】
　２６は吸込口６の天壁上に前壁４から延設された延設板で、その上面の中央部又はこれ
より若干前面側にはばね受け２７が立設され、ばね受け２７の後面側にはガイド溝２８が
設けられている。そして、ロックレバー３１の後壁３５の下端部に設けたリブがガイド溝
２８に摺動可能に挿入され、後壁３５とばね受け２７との間にはばね３６が介装されてい
る。
　これにより、ロックレバー３１はばね３６によりガイド溝２８に沿って常時前壁４側に
付勢され、係止爪３３ａ，３３ｂはガイド穴２４ａ，２４ｂから集塵ケース収容部２内に
突出している。なお、係止爪３３ａ，３３ｂの上面は先端部に向って下降する傾斜面に形
成され、下面はほぼ水平に形成されている。
【００１６】
　集塵ケース５０は、図４～図６に示すように、前面側に通気穴５を介して吸込口６と連
通する吸込穴５２を有し、後面側が開口されて（以下、開口部５３という）、天板が前面
側に傾斜したほぼ箱状に形成されて、天板上に提げ手５４が設けられた本体部５１と、本
体部５１の開口部５３を開閉する蓋組立体６０とからなっている。そして、本体部５１の
前面側には、図４（ｂ）に示すように、掃除機本体１のロック手段３０の係止爪３３ａ，
３３ｂに対応して係止突部５５ａ，５５ｂが設けられている。
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【００１７】
　また、開口部５３の上部に後面側に庇状に張出した支持部５６には、一対の係止爪５９
を有する押しボタン５８からなるロック部５７が設けられており、この係止爪５９はばね
（図示せず）により常時下方（ほぼ水平位置）に付勢されており、押しボタン５８を押す
ことにより上方に回動するようになっている。
【００１８】
　集塵ケース５０の本体部５１の開口部５３を開閉する蓋組立体６０は、複数（図には３
個の場合が示してある）のフイルタ６１，６２，６３からなっており、下端部がヒンジ部
６４に連結されて一体化され、本体部５１に回動自在に支持されている。
　そして、ヒンジ部６４を軸に上方に回動させてロック部５７の係止爪５９を係止部６５
に係止させることにより、本体部５１の開口部５３が閉塞される。このときの状態を図４
に示す。
【００１９】
　また、図５に示すように、押しボタン５８を矢印方向に押圧すると、これと一体に形成
された係止爪５９が上方に回動し、係止部６５から離脱してロックを解除する。これによ
り、蓋組立体６０は、図６に示すようにヒンジ部６４を軸に自重により矢印方向に回動し
て垂下し、本体部５１の開口部５３を開放する。
【００２０】
　この場合、図６に示すように、蓋組立体６０を構成するフイルタ６１，６２の回動範囲
（回動角度）θ1，θ2を変えることにより、その下端部をオープンにすることができる。
なお、上記の説明では、本体部５１の下面にヒンジ部６４を設けて、蓋組立体６０を下方
に回動させる場合を示したが、本体部５１の上部にヒンジ部を設け、蓋組立体６０を上方
に回動させるようにしてもよい。
【００２１】
　次に、上記のように構成した本実施の形態に係る電気掃除機の作用について説明する。
　先ず、図１～図３に示すように、掃除機本体１の集塵ケース収容部２に上方から集塵ケ
ース５０を挿入し、圧下する。これにより、ロックレバー３１の係止爪３３ａ，３３ｂが
集塵ケース５０の係止突部５５ａ，５５ｂに押されて、その傾斜面の作用により後退（前
面側に移動）し、係止突部５５ａ，５５ｂが係止爪３３ａ，３３ｂを乗り越えると係止爪
３３ａ，３３ｂが再び前進し、その下面が係止突部５５ａ，５５ｂの上面に当接してロッ
クされ、集塵ケース５０は集塵ケース収容部２内の所定の位置に保持される。このとき、
付勢手段２０は集塵ケース５０の本体部５１の底面によって圧下され、そのばねカバー２
３が底面に圧着されて集塵ケース５０を上方に押圧する。
【００２２】
　これにより、集塵ケース５０の前面側に設けた吸込穴５２はシールパッキンに圧接され
て吸気口６と連通し、蓋組立体６０の後面側のフイルタ６２は、隔壁７に設けた通気穴８
のフイルタ９と対向する。また、蓋組立体６０の後面側の両側が、隔壁７の前面側の両側
に設けたシール面１０に圧接してシールされ、気密に保持される。このときの状態を図７
に示す。
【００２３】
　次に、図２４に示すように、掃除機本体１の吸気口６にホース１０１のホース接続継手
１０２を接続し、電源コード２７を電源コンセントに接続する。ついで、手元ハンドル１
０３の電源スイッチをＯＮし、電動送風機１２を駆動する。
　そして、手元ハンドル１０３を持って吸込具１０５を床等の上を移動させれば、床等の
上の塵埃等が空気と共に吸引され、ホースアッセンブリ１００を経て吸込口６から集塵ケ
ース５０内に吸込まれる。
【００２４】
　集塵ケース５０内に吸込まれた塵埃は集塵ケース５０内に捕捉されて貯留され、粉塵を
含んだ空気は、蓋組立体６０を構成するフイルタ６１～６３及び隔壁７の通気穴８に設け
たフイルタ９によって清浄化され、電動機室１１に吸込まれて電動送風機１２を冷却し、
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ついで制御部１４を冷却したのちフイルタ１６でさらに清浄化され、排気口１５から排出
される。
【００２５】
　集塵ケース５０内に溜った塵埃を捨てる場合は、先ず、図３に示すように、ロックレバ
ー３１をつまみ３２を持って矢印方向（前面側）に摺動させる。これにより、係止爪３３
ａ，３３ｂがガイド溝２８に沿って後退し、係止突部５５ａ，５５ｂとの係合が外れてロ
ックが解除される。ロックが解除されると同時に、集塵ケース５０は付勢手段２０の付勢
力によって図８に示すように押上げられるので、集塵ケース５０はハンドル５４を持って
集塵ケース収容部２から容易に引出すことができる。
【００２６】
　そして、集塵ケース５０をごみ箱等の上に位置させ、図５、図６に示すように、ロック
部５７の押しボタン５８を操作してロックを解除すれば、蓋組立体６０はヒンジ部６４を
軸にして自重により回動し、垂下して本体部５１の開口部５３を開放する。このとき、蓋
組立体６０が開口部５３を開放すると同時に、フイルタ６１～６３に付着した綿塵などの
比較的大きな塵埃が蓋組立体６０の開放時の加速度と塵埃の自重により落下し、また、本
体部５１内に溜った塵埃も開口部５３からごみ箱等に排出される。
　塵埃を廃棄したときは、蓋組立体６０を回動してロックし、再び開口部５３を閉塞する
。
【００２７】
　この場合、蓋組立体６０を構成する複数のフイルタ６１～６３の一部にプリーツ状フイ
ルタを用いてもよく、また、複数のフイルタ６１～６３を吸気上流側から吸気下流側にか
けて順次フイルタ圧損（捕集率、捕集性能）を高めるようにしてもよい。これにより、掃
除機本体１によって吸引された塵埃を効率的に捕集することができ、吸込風量の低下を防
止することができる。
【００２８】
　本実施の形態は、掃除機本体１の集塵ケース収容部２に集塵ケース５０をセットしたと
きは自動的にロックされるロック手段３０を設け、また、塵埃を捨てるためにロック手段
３０によるロックを解除すると、付勢手段２０により集塵ケース５０を自動的に上方に移
動させて容易に取出せるようにしたので、使い勝手のよい電気掃除機を得ることができる
。
【００２９】
［実施の形態２］
　図９は本発明の実施の形態２に係る電気掃除機の掃除機本体の縦断面図である。なお、
実施の形態１と同じ部分にはこれと同じ符号を付し、説明を省略する。
　実施の形態１においては、集塵ケース収容部２のほぼ中央部において掃除機本体１の底
板３に付勢手段２０を設けた場合を示したが、本実施の形態は、集塵ケース収容部２の中
央部より前面側において、掃除機本体１の底板３に付勢手段２０を設けたものである。
【００３０】
　本実施の形態は付勢手段２０をこのように構成したことにより、集塵ケース５０を集塵
ケース収容部２に収容したときに、付勢手段２０により集塵ケース５０に矢印方向の回転
力が付与されるので、集塵ケース５０の蓋組立体６０の後面側の両側が、隔壁７の前面側
の両側に設けたシール面１０に押付けられて、シール性を向上することができる。
【００３１】
　図１０は本実施の形態の他の例を示すものである。本例は、集塵ケース収容部２の中央
部より前面側において、掃除機本体１の底板３に設けた付勢手段２０のばねカバー２３の
天面を、後面側を前面側より高く形成すると共に、集塵ケース５０の本体部５１の底面に
、このばねカバー２３の形状に対応した凹部５１ａを設けたものである。
【００３２】
　本例は付勢手段２０のばねカバー２３及び集塵ケース５０の本体部５１の底面をこのよ
うに構成したので、集塵ケース５０を集塵ケース収容部２に収容したときに生じる回転力
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が相殺され、これによりロックを解除したときに集塵ケース５０をスムーズに上方に移動
させることができる。
【００３３】
　図１１は本実施の形態のさらに他の例を示すもので、図９又は図１０の付勢手段２０を
、掃除機本体１の底板３の幅方向（前後方向と直交する方向）に複数個（図には２個の場
合が示してある）設けたものである。
　このように構成したことにより集塵ケース５０をよりスムーズに押上げることができる
。なお、本例は実施の形態１の付勢手段２０にも実施することができる。
【００３４】
　図１２は本実施の形態の別の例を示すものである。本例は、掃除機本体１の底板３に設
けた複数の付勢手段２０の弾性材２２を、１個のばねカバー２３ａでカバーして一体的に
連結したものである。
　本例によれば、集塵ケース５０をスムーズに押上げられるばかりでなく、集塵ケース５
０の下面にかかる荷重が分散されるので、付勢手段２０の変形を防止することができる。
【００３５】
［実施の形態３］
　図１３は本発明の実施の形態３に係る電気掃除機の掃除機本体の模式的平面図及びその
Ａ－Ａ断面図である。なお、実施の形態１と同じ部分にはこれと同じ符号を付し、説明を
省略する。
　実施の形態１、２では、掃除機本体１の底板３と集塵ケース５０の底面との間に付勢手
段２０を設けた場合を示したが、本実施の形態においては、掃除機本体１の底板３と、集
塵ケース５０の両側壁との間に付勢手段２０を設けたものである。
【００３６】
　本実施の形態は、掃除機本体１の両側壁の内面に対向して付勢手段２０のガイド溝３７
を設けると共に、このガイド溝３７の下端部に沿って底板３に設けた受け座２１に上端部
にばねカバー２３を有する弾性体２２を取付けて付勢手段２０を構成する。
　また、集塵ケース５０の両側壁の上下方向のほぼ中央部又はそれより下方を幅狭に形成
して、その上端部に付勢手段２０のばねカバー２３が当接する段部５０ａを設けたもので
ある。
【００３７】
　上記のように構成した本実施の形態において、掃除機本体１の集塵ケース収容部２に上
方から集塵ケース５０を挿入すると、その段部５０ａが付勢手段２０のばねカバー２３に
当接する。引続き集塵ケース５０を圧下して付勢手段２０を圧縮し、所定の位置に達する
とロック部３０によりロックされる。
　ロックを解除すれば、集塵ケース５０は付勢手段２０により両側から押上げられるので
、スムーズに移動することができる。
【００３８】
　上記の説明では、集塵ケース５０の両側壁の下部を幅狭に形成して、付勢手段２０のば
ねカバー２３が当接する段部５０ａを設けた場合を示したが、集塵ケース５０の両側壁の
外面の上下方向のほぼ中央部又はそれより下方に、付勢手段２０に対応して下方に向う凹
溝を設け、その天面に付勢手段２０のばねカバー２３が当接するようにしてもよい。なお
、付勢手段２０は、集塵ケース収容部２の前後方向のほぼ中央部又は前面側など、適宜の
位置に設けることができ、また、その数も適宜設定することができる。
【００３９】
［実施の形態４］
　図１４は本発明の実施の形態４に係る電気掃除機の掃除機本体の縦断面図、図１５は図
１４の要部の模式的説明図である。なお、実施の形態１～３と同じ部分にはこれと同じ符
号を付し、説明を省略する。
【００４０】
　本実施の形態は、掃除機本体１の上面に、基端部の両側が後述のヒンジ部により回動自
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在に支持されて、集塵ケース収容部２の上部を開閉する開閉蓋７０を設けたものである。
　この開閉蓋７０の自由端（先端部）７１より若干内側で幅方向の中央部に設けたリブ７
２の先端部には、基部側に向って突出するほぼ半円状の係止爪７３が設けられており、リ
ブ７２の両側には下方に向う一対のストッパリブ７４が設けられている。
【００４１】
　いま、図１４、図１５に示すように、集塵ケース収容部２に集塵ケース４０を挿入する
と、ロックアーム３１の係止爪３３ａ，３３ｂが集塵ケース５０の係止突部５５ａ，５５
ｂに係止し、集塵ケース５０は所定の位置にセットされる。このとき、集塵ケース収容部
２の前壁４とロックレバー７１の後壁３５との間には、すき間が形成される。
　この状態で開閉蓋７０を閉じると、その係止片７２の係止爪７３が前壁４に設けた係止
部２５を乗り越えてその下面に係止し、開閉蓋７０は集塵ケース収容部２の上面を覆って
保持される。
【００４２】
　集塵ケース５０を取出すためにロックレバー３１を操作すると、係止爪３３ａ，３３ｂ
の後退により係止突部５５ａ，５５ｂから離脱してロックが解除され、集塵ケース５０が
付勢手段２０により上昇して開閉蓋７０を押上げ、図１７に示すように開放する。
　このように、集塵ケース５０のロックを解除することにより、開閉蓋７０を自動的に開
放することができる。
【００４３】
　この場合、開閉蓋７０を閉じたときに、ロックレバー３１の上面に設けた開閉蓋誤閉防
止リブ３４により開閉蓋７０の係止片７２を押圧し、係止片７２を弾性変形させてその係
止爪７３を係止突部２５に係止させ、集塵ケース５０のロックを解除するためにロックレ
バー３１を前面側に摺動させると、開閉蓋誤閉防止リブ３４が係止片７２から離れて、係
止爪７３が係止突部２５から離脱するようにしてもよい。
【００４４】
　上記の説明では、ロックレバー３１によりロックが解除されると、付勢手段２０に付勢
されて集塵ケース５０が上昇し、開閉蓋７０を押上げて開放する場合を示したが、開閉蓋
７０を閉じたときにその先端部７１を開閉蓋誤閉防止リブ３４の上端部より下方に位置さ
せておき、ロックレバー３１を前面側に摺動させることにより、その開閉蓋誤閉防止リブ
３４により開閉蓋７０の先端部７１を押上げて開放（フリー状態）し、同時に係止爪３３
ａ，３３ｂが後退し、係止突部５５ａ，５５ｂから離脱してロックが解除されて集塵ケー
ス５０が付勢手段２０により上昇するようにしてもよい。
　これにより、集塵ケース５０が上昇して開閉蓋７０に衝突する衝撃を緩和することがで
きる。
【００４５】
　ところで、集塵ケース収容部２に集塵ケース５０を収容していないときは、ロック手段
３０のロックレバー３１は、図１６に示すように、ばね３６に付勢されて後壁３５が前壁
４に当接するまで後面側に移動している。
　このため、開閉蓋７０を閉じようとすると、そのストッパリブ７４がロックレバー３１
の開閉蓋誤閉防止リブ３４に当って閉じることができない。これにより、図１８に示すよ
うに、集塵ケース収容部２に集塵ケース５０がセットされていないことがわかるので、集
塵ケース５０をセットしないままで掃除を始めるようなことがない。
【００４６】
［実施の形態５］
　図１９は本発明の実施の形態５に係る電気掃除機の開閉蓋を取外した状態を示す斜視図
、図２０はその要部を模式的に示した説明図である。なお、実施の形態４と同じ部分には
これと同じ符号を付し、説明を省略する。
【００４７】
　本実施の形態は、図１９、図２０に示すように、開閉蓋７０の基部側の両側に設けられ
てヒンジ部７５ａ，７５ｂを構成するほぼＪ字状のヒンジ腕７６を有し、掃除機本体１の
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上部両側に設けた凹状のヒンジ受け３７ａ，３７ｂ内に挿入され、その一端に設けたヒン
ジ軸７７がヒンジ受け３７ａ，３７ｂのヒンジ穴（図示せず）に回動自在に支持されてい
る。
　そして、ヒンジ腕７６の基部の内側側面には凹部７８が設けられて傾斜段部７９が形成
されており、また、ヒンジ受け３７ａ，３７ｂの開口部側の内壁面には、この凹部７８に
対応してストッパ突部３８が設けられている。
【００４８】
　上記のようなヒンジ部７５ａ，７５ｂによって支持された開閉蓋７０を有する掃除機本
体において、集塵ケース５０内の塵埃を捨てるために、実施の形態４で説明したようにロ
ック手段３０を操作すると、開閉蓋７０は集塵ケース５０に押上げられて自動的に開放さ
れるが、このとき、図２１に示すように、ヒンジ腕７６に設けた凹部７８の傾斜段部７９
が、ヒンジ受け３７に設けたストッパ突部３８に当って停止する（以下、このときの状態
を半開き状態という）。このときの状態を図２３に示す。
【００４９】
　この半開き状態の開放角度は例えば３０°程度で、集塵ケース収容部２内にセットされ
た集塵ケース５０の付勢手段２０による上昇ストロークにほぼ対応した開放角度とすれば
よい。
　ついで、手動により開閉蓋７０の先端部７１を上方に引上げれば、ヒンジ腕７６の傾斜
段部７９がストッパ突部３８を乗り越えて回動し、図２２に示すようにほぼ９０°回動し
て停止し、集塵ケース収容部２を開放する。
【００５０】
　上記の説明では、ヒンジ部７５ａ，７５ｂに傾斜段部７９とストッパ突部３８を設けて
開閉蓋７０を２段階に開放する場合を示したが、他の手段により開閉蓋７０を２段階に開
放するようにしてもよい。
【００５１】
　本実施の形態によれば、開閉蓋７０を先ず自動的に半開き状態にし、ついで手動により
全開するように２段階で開放するようにしたので、手動により一度に全開する場合に比べ
て開閉操作が容易であり、また、掃除機本体１、特にヒンジ部７５ａ，７５ｂに衝撃を与
えることがなく、ヒンジ部７５ａ，７５ｂを保護することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る電気掃除機の掃除機本体の縦断面図である。
【図２】図１の集塵ケースのロック手段の斜視図である。
【図３】図２の模式的断面図である。
【図４】図１の集塵ケースの側面図及びその前面要部の説明図である。
【図５】図４の作用説明図である。
【図６】図４の作用説明図である。
【図７】図１の掃除機本体の集塵ケース収容部に集塵ケースをセットした状態を示す縦断
面図である。
【図８】図７の集塵ケースのロックを解除した状態を示す縦断面図である。
【図９】本発明の実施の形態２に係る電気掃除機の掃除機本体の縦断面図である。
【図１０】実施の形態２の他の例の縦断面図である。
【図１１】実施の形態２の他の例の平断面図である。
【図１２】実施の形態２の他の例の平断面図である。
【図１３】本発明の実施の形態３に係る電気掃除機の掃除機本体の模式的平面図及びその
Ａ－Ａ断面図である。
【図１４】本発明の実施の形態４に係る電気掃除機の掃除機本体の縦断面図である。
【図１５】図１４のロック手段の模式的断面図である。
【図１６】図１５のロック手段の作用説明図である。
【図１７】図１４の付勢手段の作用説明図である。



(11) JP 4243724 B2 2009.3.25

10

【図１８】図１４のロック手段の作用説明図である。
【図１９】本発明の実施の形態５に係る電気掃除機の掃除機本体の開閉蓋を取外した状態
を示す斜視図である。
【図２０】図１９のヒンジ部の模式的説明図である。
【図２１】図２０の作用説明図である。
【図２２】図２０の作用説明図である。
【図２３】開閉蓋を半開き状態にしたときの掃除機本体の側面図である。
【図２４】本発明を実施した電気掃除機の斜視図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１　掃除機本体、２　集塵ケース収容部、１２　電動送風機、２０　集塵ケースの付勢
手段、３０　ロック手段、３１　ロックレバー、３３ａ，３３ｂ　係止爪、３４　開閉蓋
誤閉防止リブ、３７ａ，３７ｂ　ヒンジ受け、３８　ストッパ突部、５０　集塵ケース、
６０　蓋組立体、７０　開閉蓋、７２　係止片、７５ａ，７５ｂ　ヒンジ部、７６　ヒン
ジ腕、７８　凹部、７９　傾斜段部、１００　ホースアッセンブリ、１０１　ホース、１
０３　手元ハンドル、１０５　吸込具。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】

【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】

【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】
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